
トランス脂肪酸に係る情報の収集・提供に関する 

関係省庁等課長会議の開催について 

 

 

平成２１年１２月１日 

消 費 者 庁 

 

 トランス脂肪酸に係る情報を収集し、消費者へ提供するため、「トランス脂

肪酸に係る情報の収集・提供に関する関係省庁等課長会議」を開催する。 

 

１．構成員 

厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室長 

農林水産省総合食料局食品産業振興課長 

食品安全委員会事務局情報・緊急時対応課長 

消費者委員会事務局参事官 

消費者庁政策調整課長 

消費者庁食品表示課長 

 

２．検討事項 

 ○トランス脂肪酸の摂取量や健康への影響等に関する情報収集 

 ○トランス脂肪酸に関する食品企業等の取組状況の情報収集 

 ○トランス脂肪酸に係る情報を消費者にわかりやすく提供する方法 

 

３．今後の予定 

 第１回会合を１２月４日（金）１０：００～１２：００に開催し、各省庁に

おける取組状況等を確認する。 

 以降、適宜会合を開催して情報交換を行い、準備のできたものから、順次、

各省庁のホームページ等において、消費者への情報提供を行う。 

 

問い合わせ先 

消費者庁食品表示課 担当：平中、中島 

ＴＥＬ：０３－３５０７－９２２２（直通） 


